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田
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母
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祉
資
金
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寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
規
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一
部
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年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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た
だ
し
、
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四
条
の
改
正
規
定
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
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経
過
措
置
）
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こ
の
規
則
の
施
行
前
に
知
事
が
し
た
違
約
金
の
支
払
の
免
除
は
、
福
祉

事
務
所
長
が
し
た
違
約
金
の
支
払
の
免
除
と
み
な
す
。
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こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
違
約
金
の
支

払
の
免
除
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
民
法
法
人
で
あ
る
母
子
福
祉
団
体
に
係
る
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸

付
規
則
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

秋
田
県
訓
令
第
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　

中　

一　

般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
地
方
機
関

　

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
項
及
び
民
事
再
生
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
項
を
削
る
。

　

別
表
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

　
　
　
　
　
訓　
　
　
　
　
　
令

公
益

社
団

法
人

及
び

公
益

財
団

法
人

の
認

定
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
18

１
　

一
般

社
団

法
人

及
び

一
般

財
団

法
人

の
公

益
認

定
（

第
４

条
）

各
課

150
許

認
可

等
行

政
機

関
等

の
意

見
聴

取
に

要
す

る
期

間
（

80日
）及

び
秋

田
県

公
益

認
定

等
委

員

年
法

律
第

49号
）

 

２
　

公
益

法
人

の
公

益
目

的
事

業
を

行
う

都
道

府
県

の
区

域
等

の
変

更
の

認
定

（
第

11条
第

１
項

）

３
　

公
益

法
人

の
合

併
に

よ
る

地
位

の
承

継
の

認
可

（
第

25条
第

１
項

）

４
　

公
益

法
人

の
公

益
認

定
の

取
消

し
（

第
29条

第
１

項
第

４
号

）

各
課

各
課

各
課

140

14020

会
へ

の
諮

問
に

要
す

る
期

間（
30日

）を
含

む
。

許
認

可
等

行
政

機
関

等
の

意
見

聴
取

に
要

す
る

期
間

（
80日

）
及

び
秋

田
県

公
益

認
定

等
委

員
会

へ
の

諮
問

に
要

す
る

期
間（

30日
）を

含
む

。

許
認

可
等

行
政

機
関

等
の

意
見

聴
取

に
要

す
る

期
間

（
80日

）
及

び
秋

田
県

公
益

認
定

等
委

員
会

へ
の

諮
問

に
要

す
る

期
間（

30日
）を

含
む

。

一
般

社
団

法
人

及
び

一
般

財
団

法
人

に
関

す
る

法
律

１
　

特
例

民
法

法
人

の
公

益
法

人
へ

の
移

行
の

認
定

（
第

44条
）

各
課

150
許

認
可

等
行

政
機

関
等

の
意

見
聴

取
に

要
す

る
期

間
（

80日
）及

び



２

　
　
　
附　
則

　

こ
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は
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の
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ら
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る
。
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